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１ 計画策定の意義  

  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号。

以下「容器包装リサイクル法」という。）が施行されて、３０年が経過した。 

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみの容積比で約６割、重量比で約２

割から３割という大きな割合を占める容器包装廃棄物について、消費者、事業者、行政

がそれぞれ役割を分担し、廃棄物の排出抑制・減量化と資源のリサイクルを促進する目

的で制定されたものである。県内では、市町村による分別収集、リサイクル事業者等に

よる再資源化、そして消費者の意識変革により、近年、県内の一般廃棄物のリサイクル

率は２８％強と全国でも高位にあり、取組の成果が認められる。一方、一般廃棄物の排

出量は、依然として全国でも低位にあり、なお一層の容器包装廃棄物の減量化及び再資

源化の取組を進める必要がある。また、令和４年４月１日には、プラスチックに係る資

源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第60号）が施行され、本県でも琴浦町が同

法第３３条に基づくプラスチック再商品化計画の環境大臣認定を受け、令和７年１０月

より家庭から排出されるプラスチック廃棄物を資源として分別収集し、プラスチック製

品に再生する取組が開始されたところである。 

容器包装リサイクル法では、３年ごとに５年を一期とする都道府県分別収集促進計画

の策定を規定しているが、これは、容器包装廃棄物の排出量の今後の見通しと容器包装

リサイクルの分別収集の取組等を取りまとめることで、制度の安定的な運営を確保する

とともに、より一層の容器包装廃棄物の減量化及び再資源化を図ろうとしているもので

ある。 

このため、この趣旨のもとに、これまでの実施状況に加え、新たに取りまとめられた

市町村分別収集計画をもとに第１１期鳥取県分別収集促進計画の策定を行い、県内にお

ける計画的な容器包装リサイクルの推進を図ろうとするものである。 

 

 

２ 基本的方向  

  本県では、これまで取り組んできたリフューズ（廃棄物の元を断つ）、リデュース

（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）の「４Ｒ」に、再生可能

資源への代替を意味する「Renewable」を加えた４Ｒ＋Renewableを循環型社会形成の取

組の柱として推進してきた。 

今後、更なる成果を上げるため、「循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行」

を推進し、持続可能な形で資源の効率的・循環的な有効利用にも取り組んでいく。 

（１）関係者の役割分担と連携による循環型社会づくり 

  ア 廃棄物の発生・排出抑制 

  イ 廃棄物のリサイクルの促進 

（２）普及啓発・情報公開による県民意識の高揚推進 

（３）効率的なリサイクルを推進するための広域的対応 

 

 

３ 計画期間  

  令和８年４月から令和１３年３月までの５年間とする。ただし、計画期間にかかわら

ず３年ごとに見直すものとする。 
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４ 市町村等分別収集計画の策定状況  

（１）策定状況 

   本県は、４市１４町１村からなり、人口は約５２．５万人と全国で最も少なく、そ

のうち約７６％が市部の人口となっている。 

   こうした条件から、小規模町村の廃棄物処理の効率化を図るため、県内３広域（鳥

取県東部広域行政管理組合（１市４町、人口約２１．３万人）、鳥取中部ふるさと広

域連合（１市４町、人口約９．２万人）、鳥取県西部広域行政管理組合（境港市を除

く１市６町１村、人口約１８．９万人））及び境港市（人口約３．１万人）で、リサ

イクル施設が整備されている。 

   このことから、市町村分別収集計画についても、境港市及び３広域において策定を

行っている。 

 

（２）計画対象品目 

計画対象品目の一覧は表１-１及び表１-２のとおりである。 

    

  表１－１ 計画対象品目一覧 

対象容器包装廃棄物 表記 

(1)主としてガラス製の容器（ほうけ 

い酸ガラス製のもの及び乳白ガラス

製のものを除く。） 

無色のガラス製の容器 無色ガラス 

茶色のガラス製の容器 茶色ガラス 

その他のガラス製の容器 その他ガラス 

(2)主として紙製容器包装であって、(8)、(9)に掲げるものを除く。 その他紙製容器包装 

(3)ポリエチレンテレフタレート(PET)製の容器であって飲料、しょ

うゆ用又は主務大臣が定める商品を充てんするためのもの 

ペットボトル 

(4)主としてプラスチック製の容器包

装であって、(3)に掲げるものを除

く。 

うち、白色の発泡スチロー

ル製食品トレイ 

白色トレイ 

うち、白色の発泡スチロー

ル製食品トレイを除く。 

白色トレイを除く 

(5) プラスチック資源循環促進法に基づき分別収集するもの 製品プラスチック 

(6)主として鋼製の容器包装 スチール製容器 

(7)主としてアルミニウム製の容器包装 アルミ製容器 

(8)主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器

（原材料としてアルミニウムが利用されているものは除く） 

紙パック 

(9)主として段ボール製の容器包装 段ボール 
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表１－２ 市町村別分別収集実施状況 

 

 

（３）収集計画量 

第１１期分別収集計画における各市町村等の計画量等は、表２～表１６のとおりで

ある。 

なお、各市町村等の収集計画量については、過去の収集実績等を考慮して算出され

ている。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の市町村等別の排出量の見込み及び当該排出見込量を

合算して得られる量（法第９条第２項第１号）  

 

  表２ 容器包装廃棄物の排出量見込み 
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  表３ 製品プラスチックの排出量見込み 
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６ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村等別の量の見込み及び当該

見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量（法第９条２項第

２号）  

 

  表４ 無色ガラス 
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  表５ 茶色ガラス 
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  表６ その他ガラス 
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  表７ その他紙製容器包装 
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  表８ ペットボトル 
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  表９ プラスチック製容器包装 
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  表１０ プラスチック製容器包装（うち白色トレイ） 
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  表１１ プラスチック製容器包装（うち白色トレイを除く） 
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  表１２ 製品プラスチック 
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７ 法第２条第６項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村等別

の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる量（法第９条第２項第３号）  

  表１３ スチール製容器 

 



 - 16 -

  表１４ アルミ製容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 17 -

  表１５ 紙パック 
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  表１６ 段ボール 
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８ 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及、市町村

相互間の分別収集に関する情報の交換の促進、その他の分別収集の促進に関する事項  

（法第９条第２項第４号）  

 

（１）容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及 

  ア 過剰包装の抑制、原料切替の推進 

    包装の簡素化、削減、及び容器包装の原料の切替えを図るため、消費者団体等と

連携して小売事業者や関係団体に働きかけを行う。 

 

  イ 普及啓発・環境教育の推進 

    ごみの発生状況とともに、４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイク

ル）＋Renewableの実践によるごみ減量化の効果を分かりやすく普及啓発を進める

とともに、環境にやさしい買い物キャンペーンや各種イベント、出前説明会等の

機会を通じた啓発活動を実施する。 

    また、こどもエコクラブ活動の支援、「とっとり環境教育・学習アドバイザー」

による環境学習のサポート等を通じて、幅広い世代での環境意識の向上を図る。 

 

  ウ 再生品等の利用拡大 

    リサイクル製品の利用拡大を図るため、県においてリサイクル製品を優先利用に

努めるとともに、市町村や事業者、県民に対しても利用を奨励する。 

 

（２）ごみ減量・リサイクルに関する情報の収集及び提供 

 市町村において、容器包装廃棄物の減量化及び効率的な分別収集が行われるよう、

県内市町村及び全国のごみの排出量やリサイクル率等の処理状況、先進的な取組事例

等の情報を収集し、情報提供する。 

 

（３）その他の分別収集の促進に関する事項 

  ア 地域の実情に応じた処理システム構築の推進 

    容器包装廃棄物を含む一般廃棄物について、地域の実情に応じた処理システムの

構築を推進するため、廃棄物処理及びリサイクル施設の整備に対して国の財政支

援制度（循環型社会形成交付金等）の活用を促す等、市町村に対して必要な助言

や技術的な支援等を行う。 

 

  イ 県民や市町村との協働による実践活動の拡大 

 第１０次鳥取県廃棄物処理計画と併せ、ごみの発生抑制とリサイクルがより一

層促進されるよう、市町村や実践活動団体等の取組を支援するとともに、連携し

て県民への取組実践の働きかけを行う。 

 また、使用済プラスチック資源の効果的・効率的で持続可能な回収・再生利用

を図るため、家庭等から排出されるプラスチックごみの分別収集と再商品化に取

り組む市町村等に対し、支援を行う。 

 

 


